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令和 5 年度東広島市立向陽中学校生徒心得 

 

 

 この生徒心得(校則)は，本校に所属するすべての中学生が，より良い中学校生活を送る

ため，定めたものです。集団生活を送る上で守るべきマナーを示すとともに，一般的な社

会規範に基づいて，教職員，生徒が慎重に検討し，決定しました。 

  

 

 

○身だしなみは学習、運動の妨げにならない自然で華美でないものとする。 

 

（１）頭髪（長さ、形について） 

 前髪は学習、運動の妨げにならない長さとする。髪型は自然で奇抜でないものとする。 

（２）眉 

 手を加えない 

（3）アンダーシャツ 

 下着が透けないようにアンダーシャツを着用する。 

（４）靴、靴下 

 学校指定のものとする。 

（５）防寒具 

 ウインドブレーカーは学校指定のものを着用する事とし、その他の防寒具については、

安全性、健康面に十分配慮するものとする。 

 

 

○不要物について 

 不要物を学校に持参した場合は、学校で預かり、保護者に連絡し返却する。 

 

 

○校外生活について 

（１）娯楽施設へ生徒だけで入店しない。 

（２）商業施設の利用は、保護者の許可を得る。 

（３）生徒だけでの外泊は行わない。 

  

※ 特別な配慮が必要な場合は、保護者を通じて学校へ相談の上、個別に判断する。 

 


